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ブ・ベネフィット・プラン”の一種として、マニュフレックス「エグゼクティブ・プラス・

プラン（ＥＰＰ）」の取扱いを開始します。「ＥＰＰ」のコンセプトは極めてシンプルで、

会社が、貢献度の高い役員または社員に生命保険加入を勧め、その保険料を会社がその個

人に肩代わりして支払うというものです。該当の役員または社員は、マニュフレックスの

フレックスファンドによる積立金、生命保険としての保障を、会社からの特別給与の一種

として受取ることができ、インセンティブとしての効果が期待できるものです。

マニュフレックスは、ひとりひとり異なる人生＝ライフステージの変化に、機敏かつ柔

軟に対応できるようデザインされた、まったく新しいタイプの生命保険です。マニュライ

フ生命では、今回の事業保険分野への本格進出を通じて、「マニュフレックス」に対する顧

客満足度をより一層高めてまいります。

マニュライフ生命はカナダに本拠地を置くマニュライフ・ファイナンシャル社のグループ企業で

す。マニュライフ・ファイナンシャル社は、１００年以上の歴史を有し、世界 15カ国・地域で

業務を展開し、広範な営業職員、エージェント、販売提携先のネットワークを通して、多様な経

済的保障商品と資産運用サービスを提供しています。マニュライフ・ファイナンシャル社の管理

運用資産は２００２年６月３０日付けで 1,398億カナダドルとなっています。



リスク情報について 

●市場金利によって損失が生じることがあります 

主契約の無配当利率感応型 10 年ごと(連生)生存給付保険を「フレックスファン

ド」といいます。「フレックスファンド」の積立金は市場金利に応じた運用資産

の価格変動が解約返戻金に反映されるため、市場金利の変動により解約返戻金

が「フレックスファンド」に充当された既払込保険料を下回ることがあり、損

失が生じるおそれがあります。 

 

この商品の費用について 

◆ 「フレックスファンド」の積立金は、予定利率から災害死亡保障に備えるた

めの費用として0.003％および保険契約の維持に必要な費用として予定利率

に応じて0.85％～1.15％を差し引いた率を用いて計算します。 

◆ 主契約を解約される場合、解約手数料がかかることがあります。解約手数料

は、この保険の資産の平均利回りなどにより計算され、解約計算基準日（そ

の請求書類が会社の本社に到着した日）の積立金の額につぎの解約手数料率

を乗じて得られる金額です。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解約手数料率がマイナス値になる場合は、解約手数料を0（ゼロ）とします。 

この解約手数料は、「フレックスファンド」積立金の引き出し(一部解約)の

際にも同様にかかります。 
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解約計算基準日
から次の 10 年ご
との年単位の契
約応当日までの
残存期間 
 

その予定利率計
算基準日におけ
るこの保険の資
産の平均利回り 

解約計算基準日の属す
る月の前月の予定利率
計算基準日における残
存期間に応じた国債の
利回り 
〈スポットレート〉 
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